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第１章 基本的事項

１．１ 計画策定の背景

地球温暖化の進行は、私たちの社会・経済活動によって発生した大気中の温室効果ガ

スが原因となり、異常気象や海面の水位上昇による陸地の減少など自然の気候変化に加

え、生態系にも多大な影響を与えています。こうした状況は、将来の世代に影響を及ぼ

すことから、世界的に取り組むべき喫緊の課題となっています。

この問題に対処するための世界規模での取組として、平成４年に「気候変動に関する

国際連合枠組条約」が採択され、平成９年には先進国に対する温室効果ガスの削減目標

を定めた「京都議定書」が採択されました。

■国の動き

平成１１年４月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」を施行し、国、地方公共団

体、事業者及び国民それぞれの責務を明らかにするとともに、温室効果ガスの削減に向

けた取組を促進するための枠組みを定めました。

また、平成２２年４月に、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（以下「省エ

ネ法」という。）を改正し、年間 1,500kl 以上のエネルギー（燃料・熱・電気）を使用

する事業者に対し、前年比１％の削減を目標に、省エネ活動の促進を図ることとしまし

た。

平成２３年３月１１日の東日本大震災の発生は、これまでの地球温暖化対策とエネル

ギー政策を見直す大きな契機となり、今後も環境と経済の両立を図りつつ、積極的に温

室効果ガスの削減活動を推進していくこととしています。

■町の動き

本町では、環境配慮活動の一環として、平成１５年から平成２７年までISO14001に基

づく環境マネジメントシステム（平成２２年より自己適合宣言）を運用し、その後、行

政マネジメントシステムへ移行しました。また、第五次総合計画の中では、「限りある

資源を大切にし、地球温暖化防止を目指した緑あふれる環境に調和したやさしい町」の

実現を目標に掲げ、各種施策を行っています。

こうした状況を踏まえ、大泉町※自ら率先して、地球温暖化対策を総合的かつ計画的

に推進するために「大泉町地球温暖化対策実行計画『事務事業編』」を策定しました。

※大泉町：区域としてではなく、組織としての「大泉町役場」を意味しています。



- 2 -

１．２ 計画の目的

「大泉町地球温暖化対策実行計画『事務事業編』」（以下「本計画」という。）は、

地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「法」という。）第２１条第１項に基づき策

定するもので、大泉町の事務事業に伴い発生する温室効果ガスの排出量を削減し、地球

温暖化対策の推進を図ることを目的としています。

１．３ 計画の位置づけ

本計画は、本町の事務事業に係る温室効果ガスの排出抑制対策を具体的に実行するた

めの計画として位置づけています。

地球温暖化対策の推進に関する法律

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令

・環境活動の取組

目標を設定

・推進本部による

見直し

・町民への公表

・事務事業の実施

・研修の実施

地球温暖化

対策実行計画

事務事業編

・エネルギー等使

用量の把握

・取組の評価と是

正

地球温暖化対策推進本部
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１．４ 基準年度・計画期間・目標年度

基準年度※を平成２４年度とし、計画期間を平成２６年度から平成３０年度までの５

年間とします。

目標年度については、最終年度である平成３０年度とします。

なお、本計画の実施状況や技術の進歩、社会情勢の変化により、必要に応じて見直し

を行います。

※基準年度：各年度における温室効果ガス排出量の増減を比較検討するための基準として、各

地方自治体が独自に設定する年度を意味します。

１．５ 対象範囲

本計画は、本町が行う全ての事務事業とし、出先機関等を含めた全ての組織及び施設

を対象とします。

なお、平成２８年４月より、水道事業が群馬東部水道企業団へ移行となり、対象外と

なりました。

・本庁舎 ・南小学校

・東小泉駅前安全ｾﾝﾀｰ ・保健福祉総合ｾﾝﾀｰ ・北小学校 ・北児童館

・地域活動支援ｾﾝﾀｰ ・東小学校 ・西児童館

・くれよんはうす ・西小学校 ・南児童館

・老人福祉ｾﾝﾀｰ ・南中学校 ・東児童館

・高齢者ふれあいｾﾝﾀｰ吉田 ・北中学校 ・公民館南別館

・高齢者ふれあいｾﾝﾀｰ寄木戸 ・西中学校 ・文化むら

・高齢者ふれあいｾﾝﾀｰ北小泉 ・教育研究所

・いずみの杜 ・南保育園

・町民体育館 ・北保育園

・衛生ｾﾝﾀｰ ・西保育園

・公民館

・図書館

　　　　　地球温暖化対策実行計画『事務事業編』

教育委員会部局
町長部局

町で使用する

車両
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１．６ 対象とする温室効果ガス

本計画で、削減対象とする温室効果ガスは、法律で定められた７種類のガスのうち、

二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンの、４種類のガスとし

ます。

なお、それ以外のパーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素については、

排出がない、あるいは非常に微量であるため除きます。

（対象となる温室効果ガス）

１．７ 排出係数

本計画における温室効果ガスの算定については、法に基づき、算定項目ごとの活動量

に排出係数を乗じて算出します。排出係数は法施行令第３条に定める数値とし、可能な

限り直近の数値を用いることとします。

なお、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンについては、地球温暖化係

数を乗じて、二酸化炭素の重さに換算します。地球温暖化係数とは、各温室効果ガスの

温室効果をもたらす程度を二酸化炭素を基準として比較して表した係数を言います。な

お、地球温暖化係数は法施行令第４条に定める数値とし、可能な限り直近の数値を用い

ることとします。

算定式＝活動量×活動量当たりの温室効果ガス排出係数×地球温暖化係数

温室効果ガス 主な発生源

１ 二酸化炭素（ＣＯ２）
電気の使用

化石燃料の使用

２ メタン（ＣＨ４）

自動車の走行

生活排水の処理に伴う排出

浄化槽の使用に伴う排出

３ 一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）

自動車の走行

生活排水の処理に伴う排出

浄化槽の使用に伴う排出

４
ハイドロフルオロカーボ

ン（ＨＦＣ）

カーエアコンの使用

カーエアコンの廃棄


